
 
 

（熊本県立黒石原支援）学校 令和元年度（２０１９年度）学校評価表 

１ 学校教育目標 
児童生徒の病気や障がいの状況及び教育的ニーズに応じた指導・支援を行うことで、一人一人の能力を最大限に

伸ばし、主体的・自立的に生活する力を育む。 

 

２ 本年度の重点目標 

（１）組織的な取組の推進 

（２）専門性の維持・向上 

（３）学習環境の整備 

 

３ 自己評価総括表 
    評価項目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 
評
価 

成果と課題 
大項目 小項目 

学校 

経営 

 

教育目標

を達成す

るための

体制整備 

 

 

教育的ニーズへ

の細かな対応 

各クラス・各課

程・各学部等で

の情報共有を

図る。 

学習グループ会等を活

用し、各クラス・各課程

・各学部での児童生徒

への検討対応の強化を

図る。また、SC・SSW等の

関係機関活用も積極的

に行い、チーム対応の機

能を強化する。 

 

 

 

Ｂ 

１２月時点で、ＳＣ活用数のべ

５１件、ＳＳＷ活用数のべ４７

件であり、チーム対応の機能を

強化できた。各課程・各学部内

での検討対応に関しては、フォ

ロー体制をさらに整える必要が

ある。 

円滑な支援を

行うため、段階

的な校内支援

体制の機能化

を図る。 

ケース会議や校内支援

会議等における課題解

決型の取組を進め、クラ

ス、学部主事、校内支援

担当との連携を強化す

る。月２回の総務会に特

別支援教育コーディネ

ーターも参加し、学部主

事や校内支援担当と児

童生徒の状況共有の連

携を図り、追対応に関す

るクラスへのバックア

ップを行う。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

検討会議シートを活用すること

で、ＰＤＣＡサイクルによる課

題解決型の取組を進めることが

できた。追対応に関するクラス

へのバックアップも強化できた

ため、今後も継続して取り組む

必要がある。 

学校改革 

 

校務の整理・精

選 

学部・校務分掌

の業務を見直

し、改善・平準

化を図る。 

 

学部・分掌部においてす

べて副主事・副部長を配

置し、仕事の分担を図る

とともに、学校全体を見

て業務の精選を行う。 

 

 

 

 

Ｂ 

各課程にグループ長、各分掌部

に副部長を配置し、役割分担や

連携を図った。会議の集約によ

る時間軽減や、起案の簡素化に

よる負担軽減を図った。今後は

特に教務における業務の電子化

を進めて、業務の軽減を図りた

い。 

働き方の見直し

による職員の健

康維持増進 

時間外に長時

間勤務してい

る職員を減ら

す。 

 

遅くとも午後７時まで

には退勤する。特に毎週

水曜日は定時退勤日と

し、全職員午後６時まで

に退勤するとともに、退

勤時刻が遅い職員に意

識付けをする。又、各部

署で業務のマニュアル

 

 

 

Ｂ 

毎週水曜日は定時退勤日とし、

殆どの職員が午後５時３０分ま

でに退勤した。退勤時刻の遅い

職員には管理職が一人ずつ声が

けをしたが、時間外勤務時間は

１２月の年度比で３時間増加し

た。各部署での業務のマニュア

ル化は、１２月現在で５件以上



 
 

化を推進する。 できている。 

授業の

充実 

 

児童生徒

の実態に

応じた教

育課程の

編成 

 

現在の教育課程

についての整理

・検討 

現在の教育課

程について整

理・検討を行う

とともに、高等

部Ⅰ課程につ

いては、新学習

指導要領に対

応した教育課

程の原案を作

成する。 

各学部等で教育課程に

係る検討を行い、１月末

までに次年度の教育課

程と高等部Ⅰ課程の新

学習指導要領に対応し

た教育課程の原案を提

案する。２月末までに次

年度の教育課程を決定

する。 

 

 

 

 

Ａ 

教育課程検討委員会で次年度の

教育課程について検討し、２月

末までに決定できる段取りを整

えた。高等部Ⅰ課程では学部全

体や各教科担当者に情報提供を

行い原案作成に向けての準備を

整えた。 

本校の児童生徒

の実態に合った

カリキュラムマ

ネジメントの推

進 

「年間指導計

画」を有効活用

し、次年度の教

育課程編成に

生かす。また

PDCAサイクル

が機能してい

るか等を検証

する。 

Ⅱ・Ⅲ課程の各教科等の

「年間指導計画」に評価

の欄を設け、学期末ごと

に授業者が評価をする。

それらを、次年度の教育

課程編成の際の資料と

する。 

 

 

 

 

Ｂ 

長期休業中に年間指導計画を各

学部で回覧し授業者が各教科等

の評価を行った。ただし小中Ⅲ課

程では回覧ではなく課程会での

検討となった。教科の評価を改善

につなげるという職員への意識

づけや指導目標や内容の決定の

仕方については課題が残ったの

で、次年度の課題としたい。 

専門性の

向上 

 

職員研修の充実 担当する児童

生徒の自立活

動に関する適

切な活動内容

が設定できる

よう、夏季休業

中に研修会を

実施する。 

研究部を中心に、自立活

動実践シートの様式を

作成する。また、それを

元に職員間で児童生徒

情報の共有を図りなが

ら活動内容を設定する

研修会を立案し実施す

る。 

 

 

 

 

Ａ 

自立活動実践シートの様式を作

成し、2学期以降の指導に役立つ

ようシートを元にした活動内容

設定研修会を夏季休業中に行っ

た。児童生徒一人一人について

複数職員で協議しながら実態把

握や活動目標、内容等を設定で

きた。来年度初めから年間を通

してシートを活用することが課

題である。 

自立活動の視

点に立った授

業実践につい

て研究を深め

る。 

各学部・課程において、

それぞれ年間１回以上

研究授業や授業研究会、

公開授業等を行い授業

の課題や今後の改善方

法等を明らかにし検討

する。また、授業の質等

を高めるために年３回

大学等から専門家を招

き、助言を仰ぐ。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

2学期に各学部課程で公開授業

週間を設け、互いの授業を見合

い、気づきを出し合ったり、協議

したりすることができた。外部

講師にも年3回以上来て頂き、授

業のみならず日常生活の指導等

多くの助言を頂くことができ

た。 

キャリ

ア教育 

(進路 

指導) 

キャリア

教育の推

進 

 

 

キャリア教育の

観点からの身に

つけたい力を踏

まえて実践でき

る環境の整備 

個別の教育支

援計画作成の

際に、キャリア

教育の観点か

らも捉え検討

する。 

一昨年度作成した資料

を活用し、児童生徒の

「個別の教育支援計画」

の長期目標をキャリア

教育の観点からも捉え、

キャリア教育を意識し

た教育となっているか

検討する。 

 

 

 

 

Ｂ 

概ねキャリア教育の観点を意識

した支援計画を立てることがで

きた。 

今後は学部間、他学部、他分掌

部と共通理解を進める。 

 



 
 

進路指導

の充実 

 

 

個に応じた進路

指導の充実 

卒業後の生活

を見据えた進

路指導の充実

に取り組む。 

各学部・課程において、

本人・保護者・関係機関

と進路の方向性を共有

する。 

「自立した日常生活を

送るために」というテー

マで外部講師を招聘し

た職員対象の研修会や

生活訓練事業所の見学

会を実施し課題に対す

る共通理解を図る。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

個別面談や現場実習の振りかえ

り等を利用して関係機関と連携

することができた。 

関係機関と早期の関係作りや役

割の確認などより丁寧な対応が

必要である。 

職員研修では、専門家による講

話と事業所訪問を通し、各学部

・課程での課題について理解を

深めることができた。 

今後は、PTA行事に協賛する形で

保護者のニーズにも対応してい

きたい。 

卒業生の追支

援を行い、在校

生の指導につ

なげる。 

卒業生の情報を職員間

で共有する。卒業生との

交流会を実施し、相互の

交流範囲拡大を図ると

ともに、在校生への指導

につなげる。 

 

 

 

Ｂ 

卒業生の交流会は追支援のよい

機会となっている。近年の異常

気象により、夏季休業中の実施

が懸念される。卒業生を資源と

した進路の行事は在校生や保護

者にとって有効であるため、実

施時期を検討する。 

生徒 

指導 

 

児童生徒

の規範意

識の向上 

 

 

情報モラルをは

じめとした、生

活全般における

規範意識の育成 

情報モラル指

導を充実させ

る。 

具体的ケースから当事

者意識を持てるよう、ケ

ータイ安全教室を実施

したり、校外の会議等で

得た情報を活用したり

する。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

校内での高等部ケータイスマホ

安全教室に加え、校外研修を契

機に、県警本部、高専と連携し

たスタイルで初めて中学部スマ

ホ安全教室を実施できた。また、

情報通信機器の持たせ方につい

て、家庭でも考えていただく契

機とするため、生徒指導部便り

を発行した。今後も日常的に話

題にして考えてもらえるよう、

積極的に情報発信、考える機会

の設定をしていく。 

長期休業中の

生活について

の指導を全学

部で行う。 

「児童生徒会のきまり」

および「高等部生徒心

得」に基づき、心身の健

康の保持、安心安全な生

活について一斉指導を

行うとともに、各家庭へ

文書を配付し、指導内容

の周知を行う。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

各学部集会にて、生活面、行動

面、危険回避等、具体的事項を

挙げながら指導を行った。大き

なトラブルは見受けられなかっ

たものの、長期休業明けに、生

活リズムや身だしなみ等、指導

支援の余地のある事案もあっ

た。次年度は長期休業が明ける

直前の情報収集、情報共有にも

さらに力を入れ、スムーズに新

学期に移行できるようにする。 



 
 

児童生徒

の主体的

活動の推

進 

小中学部児童生

徒会及び高等部

生徒会の充実 

各学部の文化

祭や全校交流

会を通じて、執

行部としての

リーダーシッ

プを育成する。 

児童生徒がより自主的

に、計画・話し合いを行

い、スムーズな活動とな

るよう、教師間で連携を

図り、早めに立案し、共

同して準備等を行う。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

各学部の文化祭や全校交流集会

に加え、児童生徒会改選等、学

部を越えたり執行部以外の生徒

が参画したりする機会にも、リ

ーダーシップを発揮する場を設

けることができた。児童生徒会

改選において、合理的配慮も念

頭に置き、児童生徒の実態に応

じて柔軟に対応しつつも規則を

重んじられる規約を整えていく

ことが課題である。 

人権教

育の推

進 

全職員の

人権意識

のさらな

る向上 

 

取組の方針や

重点的な取組

などの共通理

解 

人権教育に関

する職員研修

を推進・改善

し、充実させ

る。 

 

人権教育推進委員会を

定期的に開催し、校内

の人権問題に対する事

案について指導・支援

・方法等を検討する。

また、研修等を職員の

ニーズに応じた内容で

企画立案し全職員で取

り組む。 

 

 

 

 

Ａ      

人権教育推進委員会で検討

し、ハンセン病問題や部落問

題について校内研修を行っ

た。高等部では人権レポート

報告会を実施した。来年度は、

水俣病問題など身近な人権問

題をより深めていけるような

研修の実施を計画する。 

地域社会と連

携した人権教

育の推進 

地域の研修会

に参加する。 

 

合志市人推協の公開授

業研究会をはじめとし

た各種研修会への参加

を促す。また、復講を

行い職員の共通理解を

図る。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

合志市人推協総会での解放同

盟支部長の講話、夏期講座、菊

池恵楓園現地学習会、合志市

授業研究会や人権フェスティ

バルへの参加などを行った。

また校外での人権教育研修の

感想やレポートの回覧復講を

行った。次年度は研修の参加

人数や内容をより精選し、学

校のニーズに合った参加を目

指す。 

人権教育

に関わる

指導方法

等の工夫

・改善 

 

人権教育特設

授業における

内容の工夫や

指導法の改善 

各学部におい

て児童生徒の

実態や発達段

階に応じた教

材の工夫を行

う。 

児童生徒の実態を把握

し職員間で共有すると

ともに、個に応じた授

業実践になるよう一人

一人を大切にした内容

で実施する。特設授業

の企画立案のために、

人権教育推進委員会を

中心に情報提供を行

う。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

前期、後期の２回の人権週間

において、全学部で児童生徒

の実態に応じた特設人権学習

の授業実践（ハンセン病問題、

仲間作り、進路公開、部落差別

問題など）を行った。また。授

業実践の指導案をまとめ回覧

復講を行い、職員の指導法の

改善に役立ててもらった。次

年度はさらに指導案等に人権

教育の視点を明記するなど、

人権意識を高めることのでき

る授業作りの実践を図る。 

命を大切

にする心

を育む指

導の充実 

 

授業実践の充

実・整理 

各学部・課程

で児童生徒の

実態に応じて

きめ細かに命

を大切にする

教科、領域等の学習と

関連づけ命の重さにつ

いて考える授業を実践

する。 

 

 

Ｂ 

 

講師を招き、児童生徒の心が

音楽を通して一つになるよう

な集会を行った。また生徒部

などとも連携し、いじめ防止

標語の制作など、いじめ予防



 
 

心を育む。 に対する取り組みを行った。 

いじめ

の防止

等 

いじめ防

止に向け

た取組 

 

 

 

小・中・高の学部

や課程の枠を超

えた仲間意識の

育成 

いじめを絶対

に許さない、見

逃さないとい

う児童生徒の

意識を高める。 

 

いじめ防止に向けた標

語を生徒会中心に作成

し、全校児童生徒に呼び

かけ、各学部集会におい

て、いじめ防止に向けた

取組を行う。 

 

 

 

 

Ｂ 

 

全校交流集会にて児童生徒会か

らの発表、各学部集会にて職員

からの指導を行った。いじめの

認知には至らないものの、ＳＮ

Ｓ等を通じたコミュニケーショ

ンで、心配な事案も会務ではな

いため、次年度は、児童生徒会

からの提案など、さらに意識を

高められる取組を行っていく。 

不安や悩み等に

対する相談活動

の実施 

全職員が連絡

を密にし、いじ

めの早期発見

早期対応、解決

に向けて積極

的な介入を行

う。 

いじめの早期発見につ

なげるため、各学期１回

以上の個別面談を実施

する。 

 

 

 

 

Ａ 

 

アンケートの実施に併せ、各学

期1回以上の個別面談を行った。

また、いじめの認知について、

職員間で共通認識を得るため、

職員会議にて再度周知を行っ

た。次年度以降も、年度始めや

いじめ防止対策推進委員会を通

じて、共通の見解の下、日々の

教育活動に取り組めるようにす

る。 

地域 

支援 

特別支援

教育に関

する山鹿

市の小中

学校等へ

の支援 

 

特別支援教育に

関する教育相談

や研修会の充実 

山鹿市教育委

員会の依頼を

受け、巡回相談

を実施すると

共に、効果的な

継続支援を行

う。 

事前の聞き取りシート

や検討会議シートを活

用した課題解決検討会

の方法を推進しながら、

具体的な支援策を提案

する。継続支援では、依

頼校コーディネーター

と協力して評価や追支

援を丁寧に行い、担任等

の負担感に配慮しなが

らPDCAサイクルでの定

例会開催ができるよう

各校で働きかける。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

課題解決型の取組を推進し、依

頼校コーディネーターや関係機

関と連携して取り組んだことに

より、対象児童生徒の課題改善

につながったケースが増えた。

PDCAサイクルでの定例会開催の

各校への働きかけに関しては課

題が残った。 

指導力向上研

修では、アンケ

ートの満足度

を80％以上に

する。 

山鹿市特別支援連携協

議会実務担当者を中心

とした実行委員と役割

分担等を明確にしなが

ら連携すると共に、受け

る立場に立った配慮を

しながら研修会を開催

する。 

 

 

 

 

Ａ 

運営に関する意見交換内容を反

映させ、役割分担を明確にして

取りくむことができた。受ける

立場に立った配慮をすることに

より、アンケート満足度95%以上

の結果にすることができた。 

病弱教育

に関する

県域の小

中学校等

への支援 

病弱教育に関す

る研修会や教育

相談の充実 

 

小中学校等へ

の巡回相談及

び来校相談を

実施すると共

に、効果的な継

続支援を行う。 

本校の専門性を活かし

た教育相談を実施する。

また、教育相談啓発に向

けて、リーフレット配付

や活用を行うと共に、各

特別支援学校とも連携

した支援を行う。 

 

 

 

Ｂ 

 

12月時点での巡回相談及び来校

相談のべ数は191件であり、各特

別支援学校とも協力しながら取

り組むことができた。リーフレ

ットのさらなる活用に関しては

課題が残った。 



 
 

専門性向上に

向けて本校職

員への研修等

を実施し、セン

ター的機能の

充実を図る。 

教育支援部において、外

部専門家を活用した教

育相談及び実技研修を

企画・運営し、授業改善

や関係機関との連携を

強めることによって、学

校生活全般における適

切な手立てを実施する。 

 

 

 

 

Ａ 

専門家から具体的に助言を受け

たことを実行するよう、各担当

が知見を共有できる場を確実に

設定し、積極的に働きかけたこ

とにより、授業改善等につなげ

ることができた。今後もフォロ

ー体制を効率よく進めていく必

要がある。 

 

地域 

連携(ｺﾐ

ｭﾆﾃｨ･ｽｸ

ｰﾙなど) 

コミュニ

ティ・スク

ールの推

進 

 

地域の関係機関

との連携体制の

確立 

本年度から実

施する総合型

の学校運営協

議会を通じ、ま

ずは本校の学

校運営や教育

活動について

地域の理解を

深める。 

学校運営協議会を年２

回開催し、本校における

取組を具体的に示し、医

療、行政、学術等、様々

な視点から助言をもら

い、課題改善に結びつけ

る。また、文化祭等の学

校行事を参観してもら

う。 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

学校運営協議会を年２回開催

し、様々な視点から助言をいた

だくことができた。次年度に向

け改善に結びつけていきたい。

文化祭等の学校行事を参観して

いただくことができた。 

地域との

よりよい

関係づく

りの推進 

地域のさまざま

な資源の活用の

推進 

地域の団体等

との交流を活

性化する。 

改築された熊本再春医

療センターとの搬送に

関する再確認を含め、医

療機関との連携、教材開

発での熊本高専との連

携、福祉面での事業所と

の連携を継続する。 

 

 

 

 

Ａ 

熊本再春医療センターとは搬送

ルートの確認や感染症発生時の

対応など、日常的に細やかな連

携が取れた。熊本高専や諸事業

所とも積極的に連携を図った。

校外学習等で地域資源を積極的

に活用して地域との交流も図っ

た。 

健康 

安全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理

の徹底と

システム

の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時の職員の

適切な対応能力

の向上と関係機

関との連携 

・児童生徒の実

態の変化に応

じて、緊急時の

体制を見直す。 

・救急搬送体制

を見直す。 

・避難経路及び緊急時

の職員の役割分担を見

直す。 

・熊本再春医療センタ

ーと連携し、より迅速に

対応できる救急搬送体

制を整え、マニュアルを

変更する。 

 

 

 

 

Ａ 

 

・中高Ⅲ課程の避難経路と初期

消火班の担当者を変更した。 

・緊急事態発生場所から、直接

小児科外来に連絡しながら搬送

するようマニュアル変更した。 

児童生徒の日常

の健康管理対策

と医療機関との

連携 

日々の健康管

理及び徹底し

た安全管理に

取り組む。 

・職員と保護者の健康

管理及び安全管理の意

識が高まるよう、現在、

３割弱の作成率である

Ⅰ・Ⅱ課程の救急搬送カ

ード作成人数を増やす。 

・保健日誌を学部主事

にも回覧する。 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

・１２月、搬送体制の変更に伴

い緊急時の対応図の様式を変

更。１月、学部主事と養護教諭

で協議し作成者を決定する。ま

た、感染症流行期の対応の変更

に伴い家族に感染症患者がいる

家庭用に１週間の健康チェック

表を作成した。 

・児童生徒の健康状態について

学部主事と情報を共有できた。 

学校給食

の充実と

食育の推

進 

 

健康管理のため

の栄養管理及び

食物アレルギー

対応と給食指導 

 

食育を推進す

る。 

 

 

 

学校経営案に職員全体

計画を掲載し、職員の食

育に関する意識を高め

るとともに、体験学習等

をとおして計画的に授

 

 

Ａ 

 

食育全体計画を掲載し、それに

基づき栄養教諭と職員が協力し

ながら授業を実施した。旬の食

材の実物に触れる、とうもろこ

しの皮むき体験、栄養に関する



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業を実施する。 

 

授業等を通して、児童生徒の食

に対する興味関心が高まった。 

児童生徒の実

態に応じた給

食の提供と食

物アレルギー

対応を実施す

る。 

児童生徒の実態に応じ

た食形態や代替食の提

供等、個別対応を行う。 

 

 

Ａ 

 

 

・誤配防止のため、加工食の代

替パンの種類を統一した。 

・本校全職員及び近隣の教職員

を対象に研修を実施し、食物ア

レルギーに対する意識の向上を

図った。 

情報 

教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報視聴

覚機器の

活用と情

報発信の

推進 

 

学習指導にお

ける情報視聴

覚機器の積極

的な活用 

視聴覚機器等

の所在を明ら

かにして情報

提供し、活用

頻 度 を 上 げ

る。 

夏期休業中に、全視聴

覚機器の確認を行い、

職員に紹介する。現存

機器が有効に活用でき

るよう、配置･管理を適

切に行う。 

 
 
 
Ｂ 

夏季休業中に視聴覚機器の所在
を確認した。ＩＣＴ活用も含め
た、視聴覚機器の有効活用方
法も自主研修として実施し、
授業に生かせる内容で効果的
であった。 

個人情報

等データ

管理の徹

底 

危機管理意識

の保持とセキ

ュリティの徹

底 

電子情報に限

らずすべての

個人情報に関

する取扱いを

徹底する。 

・月初めに情報端末機

器を確認し、紛失がな

いよう徹底する。 

・人情報流出等に関す

る情報提供や注意喚起

を学期末等に適宜行

う。 

 
 
 
 
 
Ａ 

職員に配付しているＵＳＢを視
認した。名札ケースに入れて使
用するよう、各学部グループで
呼びかけ、ＵＳＢの紛失、個人
情報の流失等は起きていない。 

環境 

整備 

 

 

 

 

 

学習環境

の整理と

整備 

全職員による美

化活動の推進 

全職員で環境

美化に取り組

む。 

・月１回、環境整備の日

を設定し、全職員で取り

組む。 

・境整備部を中心に、１

日１０本草取り運動を

推奨する。 

 

 

 

Ａ 

 

・環境整備の日では、毎回、全職

員で分担をし、協力して取り組

むことができた。 

・１日１０本草取り運動は環境

整備部を中心に取り組むことが

できたが、今後、全職員へ広げ

ていくことが課題である。 

環境整備部を

中心に、必要な

場所から整備

に取り組む。 

花壇やプランター、簡単

な樹木の管理、駐車場の

整備等、継続的に取り組

む。 

 

 

Ｂ 

 

分掌部会で整備すべき場所等を

確認し、分掌部会や環境整備の

日を活用して、適宜、取り組む

ことができた。 

環境教育・

エコ活動

の推進     

環境教育の取組 学部や課程毎

に児童生徒の

実態に応じて

取り組む。 

日常的に実践できる内

容を学部や課程毎に計

画を立て、教師も共に作

業しながら児童生徒の

意欲を高める。 

 

 

Ｂ 

 

実態に合わせて、定期的な清掃

活動や校外のボランティア清

掃、野菜や花の栽培などに取り

組むことができた。 

ゴミ処理の共通

理解、節約の取

組 

ゴミの分別と

削減、節電や用

紙使用量削減

に努める。 

全職員の意識を高める

ため、ゆうネット掲載や

定期的な呼び掛けを行

い、使用量の提示等を行

う。 

 

 

 

Ｂ 

 

使用量の削減には至らなかった

が、事務室から電気や水道、コ

ピーの使用量を昨年度比で提示

してもらった。削減に向けた新

たな取組が課題である。また、

ゴミの分別が分かりやすいよ

う、貼り紙を一新できた。 

 
 
 
 



 
 

 

４ 学校関係者評価 

・自立活動や危機管理等、設定した目標としての客観的な数値をクリアーできている項目が複数あるが、その場

合、評価をＢからＡにしてよいのではないか。特に危機管理は、病弱支援学校ということを考慮すると、今後も

常にＡ評価できるような取組を期待したい。 

・支援の質向上のために検討会議シートを活用し、課題の洗い出しと見直しまで含めたＰＤＣＡサイクルが確立

されており、非常に良い取組であると思う。 

・具体的な目標については、教育活動という性質上難しい場合もあるとは思うが、可能な限り客観的に検証可能

な目標を設定すべきである。今後は数値化できる項目は数値化を進めてほしい。 

・今回Ｂ評価だった項目は、次回はどうすればＡ評価になるかという視点から、具体的方策を模索してほしい。 

 

５ 総合評価 

保護者対象の学校評価アンケートでは、「本校に入学させて良かったと思う」「教師は熱意を持って、一生懸命

取り組んでいる」「教師は、児童生徒についての保護者の相談に適切に応じている」の３項目が達成度９０点を超

えていた。一方で、「教育活動に必要な施設・設備が整っている」「学校はきちんと整備され、環境美化が適切で

ある」「学校と地域との連携がとれている」の３項目が７０点台であった。本校では、管理棟が昭和４６年に完成

して以来、これまで必要に応じて施設の改修を行い、また職員や業者で定期的に清掃作業を実施してきたが、他の

支援学校と比較すると、保護者には施設や設備の老朽化が進んでいる印象が強いものと思われる。また、本校は全

県域を学区としているため保護者の居住地が散在していることから、地域との連携が他の小中学校と比較すると薄

い印象を受けるのは否めないところである。しかし、近隣の施設などを校外授業等で訪問することは多く、病弱支

援学校という性質上、地域の行政機関や専門機関等と連携して教育活動を行っている。今後は地域との交流を更に

進めるとともに、可能な範囲で保護者への周知を図りたい。 

全体としては、平均で達成度が８５点あり、本校の目標である「児童生徒の病気や障がいの状況及び教育的ニー

ズに応じた指導・支援」と、保護者との日常的なきめ細かな連携を図っていることが評価されたものと思われる。

学校運営協議会でも委員から本校の教育活動について評価していただいた。ただし、達成度としては一昨年度とほ

ぼ同じではあるものの、昨年度と比較すると達成度を下げている項目が複数あるため、更に細かく分析をして改善

に取り組みたい。 

 

６ 次年度への課題・改善方策 

・施設・設備の老朽化に関しては、本校が公道に接していないため、現在の建築基準法では改築もままならない状

況ではあるが、現在、県や隣接する熊本再春医療センターと緊密な連携をとりつつ、少しずつではあるが改善に向

かうよう取り組んでいる。施設の老朽化については学校運営協議会でも話題に上がったことでもあり、次年度も同

様に取組を進めていく。また、同協議会の委員から会に参加して初めて本校の様子が分かった、という声が聞かれ

た。本校ではホームページを頻繁に更新してはいるものの、地域との連携の達成度の評価がその他と比較すると低

かったことと考え合わせ、今後は本校における教育活動や児童生徒の活躍を更に周知できるよう努めたい。 

・次年度から小学部を皮切りに新しい学習指導要領に基づいた教育活動が開始される。組織として体制を整えるだ

けでなく、中学部や高等部での導入を見据え、先を見通した取組を怠らないようにしたい。特にカリキュラムマネ

ジメントの視点から、前年度踏襲主義を捨て、よりよい授業づくりと職員の専門性向上を図り、更にその成果を地

域における特別支援教育の支援及び推進につなげたい。 

・次年度は学校における働き方改革の推進が更に求められる。教育活動の質を落とすことなく、職員が教育に心身

共に健康な状態で教育に取り組めるよう、業務の更なる効率化や環境作りを行う。 

 


